
｢財政」と「予算」の概念に関する－考察

行
政
活
動
を
金
銭
的
な
側
面
か
ら
規
律
す
る
各
種
の
法
規
範
を
考
察
す
る
場
合
に
、
直
ち
に
「
財
政
」
あ
る
い
は
「
予
算
」
の
語
に

直
面
す
る
の
は
、
全
く
も
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
用
語
が
い
か
な
る
意
味
内
容
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
に
は
日
常
用
語
と
し
て
共
通
の
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
比
較
法
的
な
観
点
か
ら

見
た
場
合
、
両
者
の
概
念
が
意
外
に
も
交
錯
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
二
つ
の
用
語
の
概
念
を
今
一
度
再
検
討
し
、

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
が
、
比
較
的
身
近
な
手
数
料
・
負
担
金
等
に
関
す
る
今
後
の
検
討
に
も
、
多
少
な
り
と

は
じ
め
に

論
説

「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
に
関
す
る
一
考
察

大
脇
成
昭
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も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
厳
密
に
考
え
て
、
「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
に
は
い
か
な
る
相
違
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
法
学
に

お
い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
「
財
政
」
の
こ
と
を
論
じ
る
場
合
に
、
専
ら
「
予
算
」
の
制
度
を
論
じ
る
傾
向
が
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ

と
は
す
な
わ
ち
、
財
政
制
度
と
予
算
制
度
と
が
限
り
な
く
重
な
り
合
う
と
す
る
考
え
方
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
財
政
を
規
律
す
る
仕
組
み
と
し
て
の
予
算
制
度
の
重
要
性
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
両
者
が
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
再
考
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
一
つ
の
概
念
（
句
目
自
国
と
西
目
の
宮
］
（
）
を
整
理
し
て
お

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
両
者
は
従
来
、
日
本
に
お
い
て
混
用
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
明
確
な

訳
し
分
け
を
す
る
た
め
の
適
切
な
対
応
語
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
両
者
の
相
違
が
完
全
に
所
与
の
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
記
述
の
順
序
と
し
て
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
。
次
に
ド
イ
ツ
に
お

け
る
国
目
目
と
出
目
の
言
］
（
の
両
者
を
規
律
す
る
法
規
範
の
性
質
の
違
い
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し

（
二
）
、
そ
の
上
で
日
本
に
お
け
る
「
財
政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
整
理
を
試
み
る
（
三
）
。

日
本
法
に
い
う
「
財
政
」
概
念
に
相
当
す
る
も
の
を
、
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
先
ず
は
じ
め
に
気
付

、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
概
念
整
理
（
国
二
言
と
国
四
口
の
冨
岸
）
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く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
「
財
政
」
の
訳
語
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
国
目
目
と
い
う
語
と
西
目
の
冨
一
←
と
い
う
語
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
語
は
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
当
然
に
そ
の
意
味
内
容
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
す

な
わ
ち
見
方
に
よ
っ
て
は
相
互
排
他
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
相
違
が
日
本
に
お
い
て
十
分

に
は
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
現
に
、
一
般
的
な
辞
書
に
お
い
て
も
双
方
の
意
味
に
「
財
政
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
国
目
目
を
「
財
政
」
、
四
目
の
宮
｝
（
を
「
予
算
」
と
一

（
１
）

律
に
訳
し
分
け
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
文
脈
に
お
い
て
こ
の
方
法
が
常
に
適
切
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
中
心
的
な
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
こ
の
分
野
の
比
較
法
研
究
を
行
う
上
で
極
め
て
重
要
と
な
る
。
訳

語
と
し
て
い
か
な
る
語
を
充
て
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
意
味
す
る
中
核
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と

に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
こ
の
二
つ
の
用
語
の
概
念
整
理
を
試
み
る
。
た
だ
し
本
稿
は
こ
れ
ら
を
各
時
代
ご
と
、

分
野
ご
と
に
体
系
的
に
分
類
し
、
用
語
法
（
あ
る
い
は
用
語
方
）
を
完
全
に
分
析
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
今
後
の
研
究
の
た

め
の
一
助
と
し
て
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
国
目
目
と
い
う
用
語
の
広
狭
一
一
義
性
を
明
ら
か
に
し
（
１
）
、
そ
の
上
で
狭
義
の
国
目
目
（
２
）
、

出
目
の
冨
戸
（
３
）
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

１
，
コ
コ
ロ
コ
Ｎ
の
概
念
（
広
狭
二
義
）

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
規
定
を
参
照
す
る
と
、
同
法
第
一
○
章
の
表
題
は
、
「
ロ
ロ
の
句
曰
四
目
三
の
①
の
ロ

（
２
）

（
財
政
制
度
）
」
で
あ
る
。
こ
の
第
一
○
章
は
一
○
四
ａ
条
な
い
し
一
一
五
条
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
を
指
し
て
、
広
義

（
３
）

の
「
財
政
憲
法
（
国
ご
自
国
ぐ
の
『
｛
四
ｍ
の
目
的
）
」
と
一
般
的
に
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
は
、
通
常
の
憲
法
典
と
は
別
に
特
別
憲
法
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が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
憲
法
典
の
中
に
お
い
て
独
自
の
法
領
域
を
な
す
こ
と
の
重
要
性

（
４
）

に
鑑
み
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
末
期
よ
り
こ
の
よ
う
な
名
称
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
規
律
内
容
は
、
①
連

邦
国
家
的
区
分
を
含
む
国
家
的
財
政
高
権
（
句
旨
目
呂
・
丘
の
耳
）
、
②
全
経
済
的
均
衡
に
関
す
る
責
任
範
囲
の
画
定
（
巨
已
】
・
丘
言
昌
曰
の
）

（
５
）

を
含
む
国
家
的
財
政
制
度
（
出
口
巨
の
宮
］
（
の
弓
の
ｍ
の
ご
）
、
③
租
税
制
度
に
関
す
る
基
本
秩
序
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
に
際
し

て
は
、
直
ち
に
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
「
財
政
制
度
」
と
訳
さ
れ
う
る
、
同
国
自
国
ゴ
の
①
の
ロ
と
四
目
の
冨
言
ョ
の
①
ロ

の
相
違
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
が
か
り
は
、
同
法
第
一
○
章
の
規
律
内
容
に
二
区
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
○
四
ａ
条
な
い
し
一
○
八
条
の
国
目
目
ぐ
の
『
ず
の
ｍ
目
、
の
『
の
。
耳
と
、
一
○
九
条
な
い
し
一
一
五
条
の
四
目
の
‐

冨
房
ぐ
の
Ｈ
菌
の
の
ｐ
ｐ
ｍ
の
［
の
○
三
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
一
○
九
条
は
そ
の
内
容
上
、
一
一
区
分
の
双
方
に
か
か
わ
る
と
も
ざ

（
６
）

れ
る
）
。
第
一
○
章
の
表
題
（
□
囚
の
司
曰
ロ
ロ
ロ
ヨ
の
ｍ
の
ご
）
を
顧
慮
す
る
と
、
こ
の
時
点
で
、
国
ロ
自
国
に
は
広
狭
一
一
義
の
意
味
が
あ
り
、

広
義
の
国
目
目
の
中
に
、
狭
義
の
国
目
目
お
よ
び
四
目
の
言
］
庁
が
含
ま
れ
る
と
考
え
う
る
。

も
っ
と
も
、
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
事
情
と
し
て
、
同
旨
自
国
と
出
目
の
冨
一
（
の
概
念
に
関
す
る
記
述
を
見
た
場
合
に
、
し
ば
し
ば
連
邦
制

と
の
か
か
わ
り
で
両
者
の
区
分
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
基
本
法
第
一
○
章
が
規
律
す

る
の
は
、
一
方
で
連
邦
国
家
的
問
題
、
す
な
わ
ち
、
財
政
〈
国
目
目
〉
権
限
お
よ
び
財
源
の
分
配
（
基
本
法
一
○
四
ａ
条
な
い
し
一
○
八

条
）
で
あ
り
、
他
方
で
部
分
的
に
は
連
邦
の
み
に
関
わ
る
、
財
政
統
制
〈
田
口
目
禺
・
亘
Ｈ
○
一
］
の
〉
や
信
用
調
達
〈
【
Ｈ
の
＆
己
貝
ロ
昌
曰
の
〉

（
７
）

を
含
む
財
政
制
度
〈
四
目
の
ロ
ロ
］
｛
の
言
の
の
①
ロ
〉
（
基
本
法
一
○
九
条
な
い
し
一
一
五
条
）
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

基
本
法
一
○
四
ａ
な
い
し
一
○
八
条
の
甸
曰
目
田
の
問
題
は
連
邦
と
州
、
あ
る
い
は
州
相
互
の
問
題
で
あ
り
、
一
○
九
条
な
い
し
一
一

五
条
の
四
目
の
冨
戸
の
問
題
は
専
ら
連
邦
政
府
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
は
連
邦
制
の
国
家
に
お
い
て
は
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
比
較
法
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
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２
，
狭
義
の
「
一
コ
目
Ｎ
概
念

そ
こ
で
先
ず
国
ロ
自
国
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
用
語
は
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
も
極
め
て
広
範
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
本

で
い
う
「
財
政
」
を
意
味
す
る
最
も
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
こ
の
用
語
に
は
広

狭
二
義
の
用
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
狭
義
に
お
け
る
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
国
目
目
と
い
う
語
の
本
来
的
意
味
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
経
緯
を
瞥
見
す
る
こ
と
と
す
る
。

狭
義
の
、
も
し
く
は
最
も
本
来
的
な
用
法
と
し
て
の
国
目
目
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
目
的
を
も
っ
て
検
討
の
材
料
と
し
て
こ
こ

で
採
り
上
げ
る
の
は
、
司
曰
四
口
温
の
の
①
百
で
あ
る
。
司
曰
四
目
を
一
部
分
と
す
る
複
合
語
（
国
ロ
：
貝
の
○
三
な
ど
）
は
西
口
口
の
冨
岸
の
場
合

と
同
様
に
多
数
存
在
し
、
そ
の
多
く
は
現
在
の
法
令
上
の
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
国
口
目
品
の
ｍ
の
宮
は
近
時
の
議
論
で

は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
現
在
の
予
算
制
度
が
確
立
す
る
以
前
の
、
議
会
制
度
の
い
わ
ば
黎
明
期
に
、
議
会
が
課
税（
８
）

承
認
を
行
う
に
際
し
て
使
わ
れ
た
法
技
術
と
し
て
〈
７
日
で
は
財
政
制
度
史
を
取
扱
う
学
術
文
献
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
（
国
目
目
的
の
①
の
甘
）
は
一
定
の
期
限
を
附
さ
れ
、
そ
れ
が
満
了
す
る
と
再
度
新
た
に
制
定
・
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
課
税
の
根
拠
と
し
て
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
ス
（
○
ロ
ョ
の
【
の
＆
白
。
｝
Ｑ
の
【
の
）
が
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
財
政
に
関
わ
る
議
会
と
国
王
の
権
限
闘
争
の
歴
史
を
概
観

（
９
）

す
る
と
、
そ
れ
は
一
二
段
階
に
分
か
た
れ
る
。
第
一
段
階
は
議
会
が
課
税
承
認
権
、
す
な
わ
ち
財
政
の
歳
入
面
を
統
制
す
る
権
限
を
手
に

入
れ
る
段
階
で
あ
る
。
説
明
の
便
宜
上
、
予
算
制
度
が
最
も
早
期
か
つ
典
型
的
に
確
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
史
実
に
基
づ
く
な

ら
ば
、
一
六
二
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
が
「
権
利
請
願
」
を
獲
得
し
、
国
民
の
代
表
が
同
意
の
意
思
表
示
を
せ
ず
に
な
し
た
直
接
的
な

そ
の
よ
う
な
要
素
を
捨
象
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
、
意
味
内
容
を
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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課
税
は
す
べ
て
違
法
と
す
る
旨
が
宣
言
さ
れ
た
時
期
が
そ
れ
に
符
合
す
る
。
第
二
段
階
は
資
金
の
徴
収
に
加
え
て
、
租
税
収
入
か
ら
生

ま
れ
る
貨
幣
を
公
共
目
的
に
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
段
階
で
あ
る
。
議
会
が
公
共
支
出
に
対
す
る
監

督
権
、
す
な
わ
ち
歳
出
面
の
権
限
を
手
に
入
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
は
歳
入
と
歳
出
の
二
つ
の
承
認
権
が
統
合

さ
れ
、
歳
入
と
歳
出
を
議
会
が
ま
と
め
て
審
議
し
、
確
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
第
三
段
階
に
至
り
、
予
算
制
度
に
よ
っ
て
財
政
を

包
括
的
に
制
御
す
る
シ
ス
テ
ム
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

（
旧
）

国
ご
目
品
の
ｍ
の
｛
国
は
こ
こ
で
見
た
シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
ス
の
い
う
第
一
段
階
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一

九
世
紀
初
頭
に
見
ら
れ
た
甸
曰
目
品
の
①
の
百
は
、
毎
年
更
新
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
今
日
の
予
算
法
律
（
国
四
口
の
冨
言
、
①
の
①
百
）
と
外
観
上

（
Ⅲ
）

の
共
通
性
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
租
税
の
承
認
、
す
な
わ
ち
歳
入
の
面
の
み
を
内
容
と
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
歳
出
の
見
積
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
統
制
と
い
う
側
面
は
司
旨
自
品
の
の
①
言
の
中
心
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
は
な

く
、
可
決
の
た
め
の
手
続
的
根
拠
を
な
す
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
歳
出
の
見
積
を
遵
守
す
る
か
ど
う
か
は
、
政
府
の
裁
量
に
委
ね

（
胆
）

ら
れ
て
い
た
と
ま
で
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
今
日
の
予
算
（
法
）
が
、
先
に
見
た
シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
ス
に
よ
る
と
こ
ろ
の
予
算
制
度
発
展
の
第

一
一
一
段
階
に
位
置
し
、
歳
入
・
歳
出
の
両
面
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
国
目
目
、
①
の
①
（
国
は
い
わ
ば
片
面
的
で
あ
り
、
租

税
の
賦
課
承
認
機
能
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
見
た
国
忌
日
ｍ
の
①
の
百
を
手
が
か
り
と
し
た
説
明
に
加
え
て
、
財
政
学
に
お
け
る
議
論
が
有
益
な
視
座
を
与
え
る
。
国
目
目

（
川
）

（
あ
る
い
は
英
語
の
｛
ご
ロ
ロ
・
の
）
の
語
が
今
日
に
お
い
て
「
金
融
」
と
い
う
意
味
を
も
持
つ
こ
と
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
「
封
建
的

な
現
物
財
政
が
商
品
Ⅱ
貨
幣
経
済
の
発
達
に
当
面
し
て
貨
幣
財
政
に
移
行
す
る
過
渡
期
に
お
い
て
、
王
侯
領
主
が
増
大
す
る
貨
幣
的
支

出
の
財
源
と
し
て
の
貨
幣
調
達
に
苦
慮
し
、
都
市
の
商
人
Ⅱ
高
利
貸
資
本
か
ら
貨
幣
を
借
受
け
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
金
融
さ
れ
た
こ

く
川
）

と
』
と
関
連
す
る
」
と
し
て
、
財
政
が
広
義
の
国
ロ
四
口
・
の
ｌ
「
金
融
」
で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
局
面
に
お
い
て
王
侯
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３
、
エ
ｇ
の
百
一
一
の
概
念

（
⑱
）

次
に
四
四
口
の
冨
一
芹
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
語
の
原
義
は
世
帯
、
所
帯
、
家
政
、
家
計
な
ど
で
あ
る
。
元
来
は
個
々
の
家
庭
内
に

お
け
る
主
と
し
て
経
済
的
総
体
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
転
じ
て
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
の
経
済
的
活
動
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、

領
主
が
「
金
融
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ま
さ
し
く
「
資
金
調
達
を
し
て
い
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
も
、

国
ご
自
国
の
原
義
は
こ
こ
で
い
う
狭
義
の
国
ロ
自
国
と
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
ひ
と
ま
ず
帰
結
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
句
目
自
国
は
｛
曰
自
国
の
［
の
ロ
（
「
資
金
を
調
達
す
る
」
が
原
義
）
と
関
連
す

（
旧
）

る
こ
と
か
ら
も
、
「
資
金
調
達
」
の
側
面
に
重
点
を
置
い
た
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
継
承
し
て
、
今
日
で
は
国
日
日
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
概
説
書
に
お
い
て
、
「
租
税
高
権
は
国
ロ
ロ
ロ
＆
・
す
の
】
（
の

（
肥
）

（
Ⅳ
）

一
部
で
あ
る
」
、
と
か
「
狭
義
の
句
曰
目
画
く
の
『
菌
の
の
目
胸
は
専
ら
租
税
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
狭
義
の
国
ご
四
目
は
「
租
税
」
と
き
わ
め
て
親
和
的
な
概
念
で
あ
り
、
国
家
等
が
資
金
を
調
達
す
る
と
い
う
財
源
確
保
の
側
面
に

重
点
を
置
い
た
意
味
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
正
当
に
も
国
目
目
的
の
①
の
百
が
「
課
税
法
律
」

（
旧
）

と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。

先
に
見
た
、
狭
義
の
国
目
ご
画
く
の
旦
四
の
の
目
、
が
連
邦
制
固
有
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
と
論
じ
ら
れ
る
理
由
も
、
他
な
ら
ぬ
財
源
調
達

の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
・
州
・
市
町
村
が
と
も
に
課
税
権
限
、
す
な
わ
ち
資
金
調
達
に
関
わ
る
権
限
を
有
す
る
状
況
下
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
徴
収
し
た
資
金
を
い
か
に
再
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
制
国
家
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
連
邦
と
州
、
あ
る
い
は
州
相
互
間
で
の
様
々
な
調
整
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
連
邦
制
度
と
密
接

不
可
分
な
問
題
と
し
て
常
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

7５（熊本法学113号'08）



論 説

日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
財
政
」
と
密
接
に
関
連
す
る
意
味
を
有
す
る
に
至
る
。
原
義
と
の
相
違
は
小
さ
く
な
い
。
し
か
し
、
公
共
経

済
に
お
い
て
は
私
企
業
に
お
い
て
み
ら
れ
る
余
剰
創
出
原
理
す
な
わ
ち
利
潤
追
求
の
原
理
と
は
異
な
り
、
「
家
計
的
な
欲
望
充
足
原
理
」

（
卯
）

（
、
）

が
支
配
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
家
計
と
国
家
財
政
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
性
質
上
相
似
形
で
あ
る
と
も
考
え
う
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
よ
う
な
語
義
の
変
遷
は
、
非
常
に
広
い
意
味
の
「
家
」
を
意
味
す
る
「
オ
イ
コ
ス
（
○
房
・
の
）
」
が
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
語

（
型
）

源
で
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
興
味
深
い
。

後
に
論
じ
る
と
お
り
、
こ
の
語
は
日
本
で
い
う
予
算
の
概
念
に
重
点
が
置
か
れ
た
意
味
を
も
つ
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一

一
○
条
が
「
連
邦
の
予
算
」
を
定
め
る
が
、
そ
こ
で
「
予
算
」
と
訳
さ
れ
る
単
語
は
、
西
口
口
の
冨
房
己
｝
目
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法

（
一
八
五
○
年
）
の
の
冨
臼
の
宮
口
の
言
一
斤
の
‐
亘
呉
、
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
（
一
八
七
一
年
）
の
用
の
】
・
言
冨
巨
の
冨
房
‐
亘
呉
と
い
う
よ
う
に
、

時
代
と
と
も
に
予
算
を
意
味
す
る
法
律
上
の
用
語
が
変
遷
し
て
ゆ
く
も
の
の
、
日
本
で
い
う
「
予
算
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
概
念
を
表
す

（
”
）

用
語
の
一
部
分
と
し
て
常
に
四
四
口
の
言
」
（
は
用
い
ら
れ
て
き
た
。

（
狐
）

ち
な
み
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
外
来
語
の
国
四
（
は
今
日
に
お
い
て
も
法
令
上
の
用
語
で
は
な
い
も
の
の
「
予
算
」

（
坊
）

の
意
で
講
学
上
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
、
「
予
算
」
の
訳
語
と
し
て
、
英
米
仏
で
は
ｍ
ｐ
Ｑ
ｍ
の
（
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

（
妬
）

（
”
）

日
本
国
憲
法
の
英
語
訳
で
も
「
予
算
」
は
ｍ
ｐ
Ｑ
ｍ
の
庁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
国
三
ｍ
の
（
は
「
俗
語
な
い
し
略
称
」
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
定
法
上
の
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
も
亘
昌
と
同
様
、

学
術
上
の
議
論
で
は
「
予
算
」
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
区
別
は
必
ず
し
も
裁
然
と
し
た
も
の
で
は
な
い

（
躯
）

が
、
並
立
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
、
ロ
ロ
、
の
（
に
は
今
日
の
予
算
制
度
前
史
的
な
も
の
ま
で
含
め
た
予
算
「
類
似
的
」
な
制
度
（
単
に

（
湖
）

歳
出
を
見
積
も
り
、
計
算
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
）
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
一
二
○
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲

法
を
範
と
し
て
、
一
八
五
○
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
「
予
算
」
の
制
度
が
定
め
ら
れ
る
の
を
も
っ
て
初
め
て
、
四
目
の
冨
岸
の
概
念
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そ
れ
で
は
、
四
四
口
の
冨
岸
の
語
を
伴
う
「
予
算
」
制
度
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
歳
入
と
歳
出
両
面
の
統
合

的
・
一
体
的
把
握
に
他
な
ら
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
お
け
る
予
算
制
度
の
確
立
以
前
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
歳
入
に
関
す
る
一

元
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
領
邦
君
主
（
巨
己
の
の
ロ
の
『
『
）
と
身
分
制
議
会
（
の
莅
己
の
）
に
よ
る
こ

く
弧
｝

分
裂
支
配
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
一
一
つ
の
財
布
が
互
い
に
独
立
し
て
存
在
す
る
状
態
で
あ
り
、
一
つ
の
国
家
を

想
定
し
た
場
合
、
そ
の
活
動
を
金
銭
的
に
把
握
・
統
制
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況

を
打
破
す
る
過
程
に
お
い
て
、
財
政
上
の
権
限
を
め
ぐ
る
領
邦
君
主
と
議
会
と
の
戦
い
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
た
の
が
先
に
見
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
「
予
算
」
制
度
で
あ
る
。
同
法
第
九
九
条
で
は
、

二
項
国
家
の
収
入
及
び
支
出
の
す
べ
て
は
、
毎
年
、
事
前
に
見
積
ら
れ
、
国
家
予
算
に
計
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
）

一
一
項
国
家
の
予
算
は
、
毎
年
、
法
律
で
こ
れ
を
確
定
す
る
。
」

と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
議
会
の
「
予
算
」
権
限
原
理
が
実
現
さ
れ
、
歳
入
・
歳
出
面
で
の
一
元
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
組
み
が
形

式
上
で
は
あ
る
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
に
は
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
こ
の
規
定
が
巧
み
に
、
か
つ
完
全
に
無

（
秘
）

意
味
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
議
会
の
承
認
権
が
明
文
で
規
定
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
国
口
巨
の
冨
一
（
の
用
語
の
登
場
と
い
う
意
味
で
、

一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
相
違
な
い
。

そ
こ
で
、
四
四
口
呂
二
の
意
義
を
抽
出
す
る
な
ら
ば
、
歳
入
・
管
理
・
歳
出
と
い
う
一
連
の
資
金
環
流
構
造
を
統
合
し
た
概
念
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
は
可
能
と
な
る
。
狭
義
の
国
目
目
が
専
ら
資
金
調
達
、
す
な
わ
ち
国
民
か
ら
の
金
銭
徴
収
に
着
目
し

駆
け
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
加
）

と
密
接
に
結
び
つ
く
予
算
制
度
が
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
う
（
》
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
で
は
「
予
算
」
に
相

当
す
る
用
語
と
し
て
は
、
の
己
昌
の
宮
口
の
冨
写
の
‐
向
己
斤
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
今
日
的
予
算
制
度
の
先
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う
こ
と
に
な
る
。

１
、
コ
コ
ロ
。
Ｎ
法
の
特
質

以
上
に
見
た
の
が
、
狭
義
の
国
日
日
お
よ
び
出
口
ロ
の
言
｝
｛
の
概
念
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
狭
義
の
国
目
目
は
国
家
の
資
金
調
達
、

す
な
わ
ち
歳
入
な
い
し
租
税
を
中
核
概
念
と
し
、
四
目
の
冨
岸
は
歳
入
か
ら
歳
出
に
至
る
一
連
の
資
金
管
理
を
総
括
し
、
と
り
わ
け
そ

の
全
体
的
環
流
構
造
（
と
り
わ
け
歳
出
面
）
を
統
制
す
る
「
予
算
」
を
中
核
概
念
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
は
じ
め
に
も
述
べ

た
と
お
り
、
こ
の
両
者
を
包
括
す
る
の
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
一
○
章
の
表
題
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
広
義
の
国
目
目
と
い

て
い
た
の
に
対
し
て
、
資
金
の
循
環
に
関
係
す
る
国
家
内
部
に
か
か
る
部
分
す
べ
て
を
包
含
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
歳
入
か
ら
歳
出
に
わ
た
る
流
れ
を
調
整
す
る
「
弁
」
と
し
て
作
用
す
る
も
っ
と
も
主
要
な
装
置
が
「
予
算
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
い

は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
弁
は
、
と
り
わ
け
歳
出
の
側
を
制
御
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
・
個
別
的
な
資
金
の
必
要
性
と
は

別
次
元
で
一
定
の
国
家
歳
入
を
常
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
恒
久
税
が
租
税
の
中
心
と
な
る
に
し
た
が
い
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
歳
入
と

歳
出
の
仕
組
み
が
分
離
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
財
政
の
議
論
に
お
い
て
は
歳
出
統
制
の
面
に
よ
り
比
重
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

（
別
）

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
四
ｐ
ｐ
ｍ
ゴ
ロ
｝
（
を
歳
出
配
分
・
調
整
を
行
う
「
予
算
」
と
そ
の
ま
ま
訳
し
た
と
し
て
も
、
大
抵
の
文
脈
に
お
い
て
は

違
和
感
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

一
一
、
司
曰
四
言
な
い
し
国
こ
の
冨
岸
を
規
律
す
る
法
の
特
質
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｢財政」と「予算」の概念に関する－考察

２
、
エ
ｇ
の
百
｜
一
法
の
特
質

予
算
を
中
心
と
し
た
、

（
四
目
の
冨
房
【
の
○
三
）
も
ま

し
か
し
な
が
ら
、
四
目
の
冨
一

以
上
に
見
た
よ
う
な
国
家
の
財
政
（
広
義
の
国
日
日
）
活
動
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
つ
き
、
一
般
論
と
し
て
は
い
ず
れ
の
論
者
も

こ
れ
を
最
大
限
に
強
調
す
る
。
国
家
権
力
の
行
使
に
は
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
資
金
調
達
に
は
国
家
権
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
、
国
家
の
権
力
と
財
政
が
相
互
に
依
存
し
、
不
可
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
財
政
が
「
国
家
活
動
の
前
提
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る

〈
洲
）

と
同
時
に
ま
た
目
的
で
も
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
国
家
活
動
に
と
っ
て
財
政
は
絶
対
的
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
認
識
は
誰
も
が
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
国
家
財
政
を
規
律
す
る
法
は
、
国
法
上
い
か
な
る
特
質
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
場
合
に
は
、
再
び
狭

義
の
句
曰
目
田
と
四
四
口
の
ｇ
｝
（
の
区
別
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
が
国
家
活
動
の
金
銭
的
な
側
面
を
規
律
す
る
こ
と
に
は

違
い
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
局
面
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。
前
者
は
資
金
調
達
作
用
を
中
心
と
し
て
規
律
す
る
た
め
、
必
然

的
に
納
税
者
と
し
て
の
一
般
国
民
と
の
接
点
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
面
に
お
い
て
、
部
分
的
に
は
権
力
的
な
国
家
作
用
が
見

ら
れ
、
ひ
い
て
は
、
伝
統
的
な
行
政
作
用
法
と
何
ら
か
の
形
で
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
西
目
の
冨
岸
に
か
か
わ
る
法
は
、

次
に
見
る
と
お
り
、
国
家
内
部
の
作
用
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
た
め
、
一
般
国
民
と
の
接
点
が
相
対
的
に
希
薄
と
な
る
。

広
義
の
句
ご
四
目
法
は
国
家
作
用
の
う
ち
、
金
銭
と
か
か
わ
る
部
分
を
規
律
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
性
質
の
異

な
る
二
側
面
を
包
含
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
し
た
、
歳
入
か
ら
歳
出
に
至
る
一
連
の
資
金
管
理
を
統
括
す
る
国
家
活
動
を
規
律
す
る
四
目
の
冨
岸
法

己
も
ま
た
、
広
義
の
国
目
目
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
重
要
性
の
高
さ
に
関
し
て
は
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。

四
四
口
の
冨
岸
そ
れ
自
体
が
本
来
的
に
国
家
内
部
に
お
い
て
完
結
す
る
性
質
の
活
動
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
規
律
す
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る
法
は
、
市
民
・
国
民
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
再
び
予
算
制
度
の
歴
史
的
側
面
を
見
る

と
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
、
「
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
予
算
（
国
四
口
の
冨
房
で
｝
旨
の
）
は
、
あ
く
ま
で
も
官
僚
制
度
的
な

く
粥
）

現
象
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
予
算
制
度
の
発
展
は
先
に
見
た
と
お
り
、
議
へ
石
と
国
王
と
の
権
限
闘
争
の
中
で
展

開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
官
僚
機
構
の
整
備
が
不
可
欠
の
前
提
と
さ
れ
、
ま
た
今
日
的
理
解
か
ら
は
意
外

（
ｗ
）

に
も
、
議
会
制
度
の
発
展
と
は
無
関
係
に
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
。
見
方
を
変
え
て
い
う
な
ら
ば
、
国
家
が
自
ら

の
手
で
一
旦
徴
収
し
た
資
金
を
、
如
何
に
し
て
管
理
し
、
如
何
に
し
て
支
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
代
表
の
関
与

を
最
小
限
に
し
て
、
専
ら
国
家
（
官
僚
）
自
身
が
主
導
的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を

（
洲
）

踏
ま
え
、
予
算
は
「
行
政
内
部
的
統
制
と
し
て
の
官
僚
的
・
行
政
技
術
的
制
度
」
か
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
プ

ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
下
で
の
制
度
考
察
を
通
じ
て
、
「
予
算
の
本
質
は
立
法
に
あ
ら
ず
し
て
行
政
な
り
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に

お
い
て
国
会
の
権
限
を
微
力
化
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
反
面
に
行
政
機
関
の
予
算
に
対
す
る
強
力
な
支
配
権
を
確
立
す
る
結
果
と
な
っ

（
鍋
）

た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
予
算
は
国
へ
玄
予
算
に
あ
ら
ず
し
て
、
官
僚
予
算
で
あ
る
と
い
う
実
態
を
呈
し
て
き
た
」
と
い
う
評
価
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
前
提
に
し
て
い
る
。

予
算
あ
る
い
は
予
算
法
律
が
国
家
内
部
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
従
来
か
ら
出
目
の
冨
一
（
の
円
の
○
三
や
西
目
の
宮
｝
｛
の
統

（
㈹
）

制
に
関
す
る
法
規
範
は
国
家
内
部
法
と
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
四
四
口
の
冨
一
（
の
『
の
○
三
の
規
律
力
は
相
対
的
に
脆
弱
な
も
の

（
い
）

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

総
じ
て
、
四
四
口
の
ご
言
『
①
・
耳
は
国
家
な
い
し
行
政
内
部
に
お
け
る
行
政
統
制
手
段
の
一
つ
と
い
う
特
色
を
有
し
、
今
日
的
に
は
議

会
に
よ
る
関
与
に
当
然
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
市
民
・
国
民
の
権
利
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
希
薄
な
も
の
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
行
政
法
学
に
よ
る
関
心
の
対
象
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
要
因
だ
っ
た
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１
，
曰
本
に
お
け
る
「
財
政
」
と
「
予
算
」

「
財
政
」
と
「
予
算
」
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
性
お
よ
び
両
者
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
が
、
両
概
念

が
如
何
な
る
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
公
法
学
上
、
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
庫
然
一
体
と
な
っ

て
用
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
別
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
独
立
し
て
論
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
財
政
と
予
算
の
相
互
の
関
係
を
意
識
し
た
、
財
政
学
に
お
け
る
用
法
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
財
政
学
に
お
い
て
は

自
ら
の
射
程
を
確
定
す
る
議
論
に
お
い
て
財
政
と
予
算
の
関
係
に
言
及
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
両
者
の
関
係
を
読
み
解
く
上

前
章
に
お
い
て
見
た
、
国
目
目
と
出
目
の
言
｝
（
の
概
念
の
相
違
を
踏
ま
え
、
次
に
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
現
れ
る
「
財

政
」
と
「
予
算
」
の
概
念
整
理
を
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
財
貨
や
資
金
の
国
家
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
「
流
れ
」
と

し
て
の
「
財
政
」
を
制
御
す
る
「
弁
」
の
役
割
を
果
た
す
の
が
「
予
算
」
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
以
下
、

財
政
と
予
算
の
相
互
関
係
（
一
）
、
財
政
概
念
一
般
（
二
）
、
特
に
財
政
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
財
政
（
一
一
一
）
、
予
算
（
四
）
の

順
に
見
る
。

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
日
本
に
お
け
る
概
念
整
理
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論 説

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
現
時
点
で
即
座
に
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
「
財
政
」
の
中
に
「
予
算
」
が
含
ま
れ
る

と
い
う
概
念
上
の
包
含
関
係
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
財
政
」
は
主
に
「
予
算
」
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
公
法
学
に
お
い
て
は
、
「
財
政
制
度
」
Ⅱ
「
予
算
制
度
」
と
み
な
し
て
財
政
を
論
ず
る
こ
と
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
財
政
制
度
」
Ｕ
「
予
算
制
度
」
と
い
う
包
含
関
係
で
あ
る
。
「
現
実
に
は
租
税
・
公
債
な
ど
の
制

（
伯
）

度
、
予
算
制
度
、
国
庫
会
計
制
度
な
ど
か
ら
な
り
、
総
括
し
て
財
政
制
度
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
も
の
」
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ

る
）
と
い
う
記
述
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
包
含
関
係
に
加
え
て
、
予
算
が
財
政
全
体
を
制
御
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
予
算
は

財
政
全
体
を
「
貨
幣
的
に
整
序
」
な
い
し
「
数
量
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
予
算
を
見
れ
ば
、
一
応
は
財
政
を
概
観
で
き
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
従
来
の
公
法
学
が
予
算
を
も
っ

て
財
政
と
し
て
き
た
点
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

（
胆
）

を
形
成
－
）
て
い
る
」
。

で
有
益
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
引
用
す
る
。

「
公
共
団
体
の
活
動
は
予
算
制
度
、
ひ
ろ
く
い
え
ば
財
政
制
度
と
固
着
し
て
い
る
も
の
〈
中
略
〉
の
枠
内
で
も
っ
て
、
し
か
も
あ
た

え
ら
れ
た
貨
幣
数
量
の
内
で
お
こ
な
わ
れ
る
公
的
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
財
政
と
は
ふ
つ
う
、
公
共
団
体
の
予
算
に

則
っ
た
収
支
活
動
あ
る
い
は
収
支
過
程
を
い
う
。
い
わ
ば
財
政
は
、
公
権
力
体
が
公
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
公
的
活
動
の
経
済
的

基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
」
「
財
政
は
一
面
に
お
い
て
は
、
個
別
経
済
と
し
て
予
算
と
い
う
経
済
的
機
構
に
も
と
づ
い
た
貨
幣
的
に
整

序
さ
れ
数
量
化
さ
れ
た
収
支
活
動
ま
た
は
収
支
過
程
と
い
う
統
一
的
・
客
観
的
秩
序
の
像
を
も
ち
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
独
自
の
領
域
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そ
も
そ
も
広
義
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
「
財
政
」
は
非
常
に
広
範
か
つ
不
確
定
な
外
延
を
伴
う
概
念
で
あ
る
。
財
政
は
、
「
政
府
（
国

（
Ｍ
）

（
幅
）

や
地
方
公
共
団
体
）
の
行
う
経
済
活
動
」
あ
る
い
は
「
国
・
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
経
済
活
動
」
と
説

（
妬
）

明
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
活
動
の
う
ち
経
済
的
な
も
の
は
ほ
ぼ
全
て
こ
の
概
念
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
広
義

の
用
法
が
公
法
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
、
以
前
は
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
財
政
」
が
「
国
ま
た
は
地
方
公
共

団
体
が
そ
の
存
立
に
必
要
な
財
力
を
取
得
す
る
た
め
に
一
般
統
治
権
に
基
づ
い
て
人
民
に
命
令
し
強
制
す
る
作
用
及
び
そ
の
財
産
を
管
理

（
灯
）

し
会
計
を
経
理
す
る
作
用
」
と
説
明
さ
れ
た
の
は
こ
の
広
義
の
用
法
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
「
財
政
（
甸
曰
口
目
ぐ
の
『
ゴ
ロ
｝
（
目
、
）
と

は
、
國
家
が
其
の
財
力
を
取
得
し
及
び
維
持
す
る
が
爲
め
に
一
般
統
治
権
に
基
づ
き
人
民
に
命
令
し
強
制
し
及
び
そ
の
財
産
並
に
収
入

（
州
）

支
出
を
管
理
す
る
作
用
を
謂
ふ
」
と
い
う
記
述
の
国
ご
目
白
も
同
様
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
財
政
と
予
算
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
本
稿
に
と
っ
て
は
、
こ
の
定
義
を
用
い
る
に
際
し
て
、
以
下
の
二
点
に
つ

き
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
「
国
家
の
」
経
済
活
動
と
い
っ
た
場
合
、
担
い
手
が
単
純
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て

の
財
政
学
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
家
が
経
済
活
動
を
行
う
場
合
、
固
有
の
国
な
い
し
政
府
と
そ
れ
に
準
ず
る
政
府
機（
伯
）

関
や
民
間
の
出
資
を
受
け
入
れ
て
い
る
第
一
二
セ
ク
タ
ー
な
ど
、
事
業
主
体
も
多
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
国
の
レ
ベ
ル
で
の
財
政
活
動
を
解
明
す
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
を
含
め
た
公
経
済
と
私
経
済

（
卯
）

と
の
相
互
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
公
共
セ
ク
タ
ー
の
外
延
の
問
題
で
も
あ
り
、

そ
れ
自
体
、
財
政
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
興
味
深
い
論
点
で
は
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
視
点
に
立
脚
し
て
財
政
の
範
囲（
別
）

を
考
え
る
限
り
、
担
い
手
の
問
題
に
着
目
す
る
よ
り
も
、
国
家
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
金
銭
の
「
流
れ
」
で
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
や
外
郭
団
体
な
ど
に
対
す
る
国
・
地
方
公
共
団
体
の
出
資
等
に
加
え
て
、
私
企
業
に
対
す
る
補
助
金
な

２
、
「
財
政
」
の
概
念
二
般
）
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３
、
「
財
政
法
」
に
い
う
「
財
政
」

更
に
こ
こ
で
、
異
な
る
視
点
か
ら
「
財
政
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
財
政
法
」
と
い
う
場

合
に
お
け
る
財
政
と
は
何
を
指
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
見
た
広
範
な
概
念
た
る
「
財
政
」
と
は
異

な
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

ど
も
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
担
い
手
の
性
質
論
を
個
別
に
論
じ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
主
体

の
性
質
よ
り
も
公
金
の
統
制
と
し
て
見
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
担
い
手
の
性
質
に
か
か
わ
り
な
く
、
公
金
が
流
入
し

て
い
れ
ば
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
財
政
の
一
環
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
主
に
歳
出
に
か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。

第
二
は
、
歳
入
面
に
関
し
て
行
政
法
学
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
財
政
は
金
銭
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
国
家
の
財

源
と
す
る
こ
と
を
本
来
的
に
直
接
の
目
的
と
す
る
作
用
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
警
察
（
手
数
料
）
・
規
制
（
手
数
料
）
・

公
企
業
（
事
業
収
入
）
・
公
用
負
担
（
負
担
金
）
・
司
法
（
罰
金
、
所
有
権
の
国
庫
帰
属
）
等
の
作
用
も
、
し
ば
し
ば
、
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
収
入
を
伴
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
、
も
と
も
と
、
他
の
特
定
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
作
用
で
、
収
入
は
そ
れ
に

伴
っ
て
付
随
的
に
又
は
偶
然
的
に
生
じ
る
に
す
ぎ
ず
、
本
来
、
財
力
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
財
政
の
作
用
と
は

（
記
）

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

以
上
を
総
括
す
る
と
、
財
政
は
「
国
家
自
身
の
経
済
活
動
」
＋
「
歳
出
面
で
、
国
家
以
外
が
行
う
活
動
で
も
国
庫
か
ら
出
資
さ
れ
た

資
金
に
よ
る
活
動
と
見
ら
れ
る
部
分
」
－
「
歳
入
面
で
、
金
銭
徴
収
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
国
家
自
身
の
活
動
」
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
手
数
料
や
負
担
金
な
ど
が
今
日
に
お
い
て
は
個
別
的
な
政
策
実
現
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点

に
着
目
し
て
財
政
法
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
、
こ
の
財
政
概
念
と
何
ら
齪
鶴
を
生
じ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(熊本法学113号'08）８４



｢財政」と「予算」の概念に関する一考察

４
、
「
予
算
」
の
概
念

他
方
、
「
財
政
」
と
の
関
係
で
見
た
「
予
算
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
国
の
予
算
は
、
一
定
期
間
に
お
け
る
国
の

（
訂
）

活
動
に
必
要
な
金
銭
の
収
入
、
支
出
の
計
画
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
形
式
上
は
こ
の
説
明
に
何
ら
間
違
い

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
予
算
の
法
的
性
質
論
に
は
触
れ
な
い
と
し
て
も
、
「
財
政
」
と
の
関
係
に
お
け
る
正
確
な
位
置

づ
け
を
試
み
る
に
は
、
抽
象
的
で
は
あ
っ
て
も
、
よ
り
実
質
的
な
側
面
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
再
び
、
財
政
学
上
の
議
論
を
参
照
す
る
。
私
的
領
域
で
行
わ
れ
る
経
済
主
体
の
経
済
活
動
が
市
場
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
政
府
の
経
済
活
動
で
あ
る
「
財
政
」
は
政
治
過
程
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
、
両
者
に
は
原
理
上
も
大
き

（
詔
）

な
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
政
治
過
程
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
政
治
的
決
定
を
経
済
的
決
定
へ
と
い
わ
ば
「
翻
訳
」
す
る
装
置
が
必

ま
ず
は
じ
め
に
（
実
定
法
の
名
称
と
区
別
さ
れ
た
）
講
学
上
の
「
財
政
法
」
に
い
う
「
財
政
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
財
政
の
作
用

に
つ
い
て
は
そ
の
手
段
に
お
い
て
旧
来
よ
り
有
名
な
、
財
政
権
力
作
用
と
財
政
管
理
作
用
と
の
二
区
分
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち（
鋼
）

「
権
力
を
以
っ
て
人
民
に
命
令
し
強
制
す
る
作
用
」
と
、
「
国
家
の
財
産
権
並
に
収
入
支
出
を
管
理
す
る
作
用
」
の
一
一
区
分
論
で
あ
る
。

（
別
）

と
り
わ
け
戦
前
に
お
い
て
は
こ
の
両
作
用
を
と
も
に
含
め
て
講
学
上
の
「
財
政
法
」
の
範
囲
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
時
、

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
租
税
法
が
行
政
法
学
か
ら
独
立
し
た
法
分
野
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く
の
と
平
灰
を
合
わ
せ
、
な
さ
れ
な
く
な
つ

く一ｍ）

て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
財
政
法
」
の
対
象
が
財
政
管
理
作
用
へ
と
重
点
を
移
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
実
定
法
と
し
て
の
「
財
政
法
（
昭
和
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
法
律
第
三
四
号
）
」
も
ま
た
「
殊
に
課
税
関
係
の
法
を

（
師
）

除
い
た
財
政
管
理
法
規
と
い
う
べ
き
」
も
の
と
さ
れ
、
講
学
上
の
概
念
と
「
財
政
作
用
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
を
持

つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
「
財
政
」
お
よ
び
「
予
算
」
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
先
に
見
た
ド
イ
ツ
の
議
論
と
比
較
す
る
。
ま

ず
、
（
「
財
政
法
」
の
で
は
な
く
）
も
っ
と
も
一
般
的
な
「
財
政
」
の
概
念
が
、
広
義
の
国
目
目
に
相
当
す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

（
調
）

要
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
政
治
的
決
定
の
ｊ
ｂ
と
に
財
政
を
制
御
す
る
装
置
」
が
予
算
あ
る
い
は
予
算
制
度
で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
説
明
は
広
義
の
財
政
と
の
か
か
わ
り
で
、
予
算
の
性
質
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
政
治
主
体
と
し
て
の
国
家
が
経
済
活
動

を
営
む
上
で
、
そ
の
政
治
的
決
定
を
数
字
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
と
「
翻
訳
」
な
い
し
、
変
換
す
る
の
が
予
算
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
決
定
の
性
質
の
差
異
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
章
第
１
節
に
挙
げ
た
も
の
を
再
褐
す
る
な
ら
ば
、
「
財
政
と
は
ふ
つ
う
、
公
共
団
体
の
予
算
に
則
っ
た
収
支
活
動
あ
る
い

（
印
）

は
収
支
過
程
を
い
う
」
と
い
う
部
分
に
着
ロ
口
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
予
算
」
は
「
財
政
」
を
規
律
す
る
仕
組
み
の
一
つ
な

の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
財
政
制
度
は
、
「
支
出
の
計
画
を
立
て
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
予
算
制
度
、
収
入

〈
剛
）

の
中
心
で
あ
る
租
税
の
調
達
に
関
す
る
租
税
制
度
、
予
算
の
執
行
に
関
す
る
経
理
を
定
め
た
会
計
制
度
」
．
な
ど
の
総
体
と
見
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
か
ら
、
予
算
は
財
政
を
制
御
す
る
一
つ
の
柱
な
の
で
あ
る
。

財
政
自
体
を
、
「
財
貨
の
国
家
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
流
れ
」
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
予
算
は
そ
の
流
れ
を
制
御
す
る
た
め
の
も
っ

と
も
主
た
る
「
制
御
弁
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
す
び
に
か
え
て
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基
本
法
に
お
い
て
も
、
網
羅
的
で
は
な
い
と
は
い
え
、
国
家
の
経
済
的
活
動
を
規
律
し
た
も
の
が
第
一
○
章
の
「
財
政
制
度
」
で
あ
る
。

広
義
の
国
ご
目
国
法
が
公
的
財
源
（
国
目
目
の
ご
）
の
徴
収
、
管
理
、
使
用
を
含
め
た
国
家
の
一
連
の
財
政
作
用
に
か
か
る
法
規
範
の
総

（
α
）

体
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
場
〈
ロ
、
国
家
に
よ
る
財
貨
・
資
金
に
か
か
わ
る
広
範
な
活
動
が
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
財
政
管
理
法
と
し
て
の
法
分
野
を
意
味
す
る
「
財
政
法
」
に
い
う
「
財
政
」
は
四
目
の
冨
一
（
で
あ
る
。
歳
入
・
管
理
・
歳
出

と
い
う
一
連
の
流
れ
を
統
合
し
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
四
四
口
の
冨
再
は
一
日
一
国
民
か
ら
徴
収
し
た
資
金
の
、
国
家
内
部
で
の
流

れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
外
部
と
の
か
か
わ
り
を
直
接
的
に
は
も
つ
こ
と
の
な
い
管
理
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

〈
岡
）

に
い
う
「
財
政
法
」
が
四
目
の
宮
｝
→
の
Ｈ
①
○
三
に
な
る
。
「
予
算
（
出
口
口
の
宮
｝
（
の
己
一
四
口
）
」
は
こ
こ
に
い
う
国
目
の
言
］
庁
の
具
体
的
仕
組
み
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ち
な
み
に
、
残
る
狭
義
の
国
目
目
は
資
金
調
達
の
側
面
が
中
心
と
な
る
の
で
、
「
租
税
」
に
代
表
さ
れ
る
国
家
資
金
調
達
す
な
わ
ち

「
財
政
権
力
作
用
」
の
側
面
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
概
念
と
日
本
に
お
け
る
そ
れ
と
に
一
対
一
対
応
す
る
訳
語
が
確
定
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
、
財
政
と
予
算
に
関
す
る
相
互
関
係
が
一
定
程
度
明
確
に
な
り
、
ま
た
比
較
法
上
の
理
解
に
も
多
少
な
り
と
も
資
す

で
は
な
い
も
の
の
、
財
政
と
》

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
２
）
こ
こ
で
は
条
文
、
表
題
の
訳
語
に
つ
き
、
初
宿
正
典
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
同
Ⅱ
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
」
（
三
省
堂

（
１
）
淺
見
敏
彦
編

は
明
記
な
し
）
。

『
世
界
の
財
政
制
度
』
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
・
一
九
八
六
年
）
二
七
六
頁
以
下
参
照
（
該
当
部
分
の
分
担
執
筆
者
に
つ
い
て
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論 説

（
８
）
ぐ
ぃ
一
・
」
（
貝
ロ
ミ
ミ
己
・
菖
画
〕
「
ｓ
言
い
．
□
四
の
宮
口
の
言
］
（
の
【
の
Ｓ
三
ｓ
の
国
の
己
ロ
・
丙
巨
□
ぬ
の
ぐ
の
【
ウ
。
（
」
①
『
口
の
」
Ｐ
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
の
○
ｍ
・

国
忌
日
的
の
②
の
日
と
さ
れ
て
お
り
、
「
の
。
、
」
（
Ⅱ
の
○
ｍ
の
口
目
員
）
（
Ⅱ
い
わ
ゆ
る
）
と
い
う
前
置
き
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
通
称

で
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
の
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
時
§
侭
□
の
『
出
目
の
冨
一
（
の
ｂ
］
自
四
］
の
○
の
ｍ
の
頁
］
召
①
》
の
・
程
・
も
同
様
。

（
９
）
ぐ
ぃ
一
・
Ｃ
言
冨
の
＆
ミ
。
』
烏
嵐
国
口
目
Ｎ
ｂ
・
一
三
丙
』
①
ｍ
ｐ
ｍ
・
臼
〔
な
お
、
該
当
部
分
の
邦
訳
は
、
Ｇ
・
シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
ス
（
山
口
忠
夫
訳
）

『
財
政
政
策
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
二
九
五
七
年
）
七
七
頁
以
下
。

（
、
）
も
っ
と
も
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
の
予
算
制
度
の
発
展
形
態
と
ド
イ
ツ
で
の
そ
れ
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
ぐ
巴
・

の
ざ
き
（
句
ロ
・
山
）
》
巴
○
の
①
。
な
お
参
照
、
高
橋
誠
「
予
算
論
」
林
栄
夫
Ⅱ
柴
田
徳
衛
Ⅱ
高
橋
誠
Ⅱ
宮
本
憲
一
編
「
現
代
財
政
学
体
系
１
現
代

財
政
学
』
（
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
）
二
三
一
一
一
頁
。

（
Ⅱ
）
ぐ
ぬ
｝
・
冒
尽
碕
冒
命
（
可
Ｐ
⑭
）
》
の
・
程
・

（
皿
）
ぐ
巴
・
量
ご
汚
冒
侭
（
句
ロ
・
の
）
・
の
⑪
、
．

（
ご
財
政
と
金
融
と
の
用
語
の
区
別
の
説
明
と
し
て
「
財
政
と
金
融
が
と
も
に
『
貨
幣
に
関
す
る
こ
と
』
で
あ
り
、
経
済
の
貨
幣
的
側
面
を
な
す

（
６
）
ぐ
ぃ
一
・
の
符
「
苫
（
句
ロ
。
②
）
》

（
７
）
「
〔
虎
、
｛
（
句
Ｐ
』
）
》
の
．
、
。

（
８
）
く
れ
一
・
」
（
日
ロ
苫
ロ
ミ
己
（

○
○
六
年
）
一
五
四
頁
以
下
を
参
照
す
る
。

（
３
）
【
旨
壁
の
の
ざ
き
．
□
凹
め
の
日
日
の
『
の
○
三
Ｑ
の
円
、
ロ
ロ
ロ
の
の
『
の
で
ロ
ウ
」
房
□
の
貝
の
○
三
四
ｐ
ｇ
ｍ
Ｑ
・
ロ
．
」
①
②
Ｐ
の
．
］
Ｃ
①
Ｐ

（
４
）
ぐ
ぬ
」
・
【
一
口
凄
め
『
〔
応
衝
（
・
の
【
巨
口
Ｑ
Ｎ
ｐ
ｍ
の
Ｑ
の
の
句
冒
四
口
目
の
○
面
（
の
Ｑ
の
①
の
【
巨
口
□
ぬ
の
②
の
言
の
の
曰
函
］
○
の
①
【
円
の
の
ロ
の
①
の
》
勺
口
已
【
］
Ｈ
ｏ
ｐ
ｐ
ｏ
【
（
国
『
の
、
。
）

四
四
口
９
ヶ
ｐ
ｏ
ｐ
９
の
ｍ
ｍ
Ｓ
四
｛
閂
の
○
三
ｍ
ｍ
Ｑ
三
面
弓
の
】
〔
の
シ
＆
］
・
》
］
①
①
①
》
の
．
、
．

（
５
）
ご
ｍ
｝
・
の
符
「
言
（
句
ロ
・
巴
》
の
．
」
○
⑦
○
・

（
６
）
ぐ
ぃ
一
・
の
『
ｓ
苫
（
句
ロ
。
②
）
・
の
．
」
○
ｍ
」
｛
・
一
掃
｛
ロ
ョ
の
‐
ｏ
臣
菖
討
「
、
｛
何
ヨ
ョ
⑮
万
の
》
○
【
【
の
ロ
（
一
一
◎
す
の
⑩
句
曰
四
口
目
己
の
②
の
口
句
ヨ
ロ
ロ
国
ぐ
の
『
益
の
の
ｐ
ｐ
ｍ
》
山
・
シ
ロ
【
一
・
》
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
。
⑭
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｢財政」と「予算」の概念に関する一考察

（
咽
）
田
沢
五
郎
「
独
Ⅱ
日
Ⅱ
英
ビ
ジ
ネ
ス
経
済
法
制
辞
典
』
（
郁
文
堂
・
’
九
九
九
年
）
一
一
一
○
二
頁
の
「
国
目
目
」
の
項
目
で
は
、
「
複
数
形
で
は
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
財
政
」
の
欧
語
が
ロ
ロ
：
８
で
あ
り
、
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
『
金
融
』
と
区
別
す
る
た
め
に
囿
巨
三
・
と
か
の
白
（
①

と
か
の
一
一
一
一
口
葉
が
そ
の
前
に
つ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
ロ
ロ
目
・
の
②
と
か
国
日
日
の
ご
と
い
う
ふ
う
に
複
数
で
よ
ば
れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
を

よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（
鈴
木
武
雄
『
近
代
財
政
金
融
』
（
春
秋
社
・
一
九
五
七
年
）
三
二
頁
）
。
ま
た
、

大
内
兵
衛
「
国
忌
日
（
三
目
・
の
）
と
い
う
こ
と
ば
」
同
『
経
済
学
散
歩
』
（
思
索
社
・
’
九
四
七
年
）
三
六
七
頁
以
下
で
も
「
財
政
」
と
い
う

一
一
一
一
口
葉
が
「
貨
幣
の
こ
と
」
で
あ
る
と
の
論
証
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
冒
目
の
沿
革
、
と
り
わ
け
こ
の
語
の
単
数
形
に
お
け
る
意
味
と
複
数

形
に
お
け
る
意
味
の
違
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
英
語
に
お
け
る
帛
曰
目
８
の
語
が
極
め
て
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
社
や
銀

行
に
関
す
る
金
融
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
「
要
す
る
に
『
貨
幣
又
は
金
銭
に
開
す
る
こ
と
』
乃
至
は
「
金
銭
を
管
理
運
用
融
通
す
る
等
の
こ

と
』
と
い
う
の
が
言
葉
の
中
心
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
も
な
く
以
下
で
も
な
い
。
即
ち
こ
の
言
葉
の
内
に
行
為
者
は
國
家
又
は
そ
の
他
の
公
共

團
禮
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
含
意
は
な
い
」
（
同
書
三
五
九
頁
以
下
）
と
し
て
、
私
経
済
に
関
す
る
意
味
も
当
然
に
含
む
と
さ
れ
る
。
こ
の

傾
向
は
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
「
例
え
ば
、
句
曰
目
Ｎ
、
①
の
①
］
｝
の
ｏ
冨
陣
烏
ご
目
凶
の
一
一
の
□
日
の
目
の
ゴ
ョ
目
い
句
ヨ
自
国
、
①
の
。
ｇ
｛
（
の
と
い
う

と
き
は
全
く
私
経
済
的
な
概
念
で
あ
っ
て
取
引
所
、
銀
行
、
貨
幣
、
信
用
に
関
す
る
制
度
又
は
行
為
を
意
味
す
る
」
（
同
書
三
六
○
頁
）
。
し
か

し
、
こ
れ
が
複
数
形
、
す
な
わ
ち
句
三
回
目
の
ロ
と
な
る
と
き
は
、
「
『
財
政
』
と
い
う
意
味
が
確
定
的
に
明
白
と
な
る
。
そ
し
て
複
数
の
こ
の
形
は

こ
の
意
味
以
外
に
は
使
用
さ
れ
な
い
」
（
同
書
三
六
○
頁
）
こ
と
に
な
り
、
複
数
形
で
あ
れ
ば
行
為
主
体
が
国
家
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
以

上
が
原
義
な
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
経
緯
を
経
て
、
一
九
世
紀
中
頃
以
降
は
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
英
仏
の
ご
と
く
国
目
目
を
な
る
一
一
一
一
口
葉
を
私

経
済
的
意
義
即
ち
銀
行
、
貨
幣
、
取
引
所
に
関
す
る
事
項
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
」
（
同
書
三
六
二
頁
以

下
）
と
し
て
、
単
数
形
に
お
い
て
も
「
財
政
」
を
表
す
に
至
る
の
で
あ
る
。

（
ｕ
）
鈴
木
・
前
掲
注
（
Ｂ
）
三
一
一
頁
。
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論 説

（
Ⅳ
）
帛
昏
魯
息
君
（
句
ロ
．
①
）
・
の
・
の
．

（
旧
）
国
目
ロ
Ｎ
、
①
の
①
宮
に
関
す
る
詳
細
に
つ
き
参
照
、
櫻
井
敬
子
『
財
政
の
法
学
的
研
究
』
（
有
斐
閣
・
一
一
○
○
一
年
）
九
八
頁
。

（
旧
）
動
詞
形
は
、
不
定
詞
で
用
い
ら
れ
る
「
宮
口
の
宮
］
肩
口
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
家
計
を
倹
約
的
に
や
り
く
り
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

（
、
）
参
照
、
大
川
政
三
「
予
算
の
機
能
と
仕
組
み
」
同
ほ
か
『
日
本
の
財
政
（
増
補
改
訂
版
）
』
（
創
成
社
．
二
○
○
一
年
）
七
四
頁
。

（
Ⅲ
）
マ
ス
グ
レ
イ
ヴ
の
著
書
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
ｑ
魚
の
三
一
］
Ｓ
の
『
出
目
の
宮
］
（
に
相
当
す
る
英
語
、
勺
巨
二
・
ロ
・
口
の
①
ロ
・
丘
が

「
公
共
家
計
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
家
政
な
い
し
家
計
と
い
う
原
義
と
財
政
の
間
の
乖
離
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
も
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
参
照
、
Ｒ
・
マ
ス
グ
レ
イ
ヴ
（
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会
訳
）
『
財
政
理
論
Ｉ
』
（
有
斐
閣
・
一
九
六
一
年
）
三

頁
。
の
①
の
ロ
」
の
Ｐ
重
ｏ
言
ミ
ミ
菖
品
自
己
Ｐ
Ｂ
ｐ
の
三
の
。
ご
・
｛
己
ロ
三
Ｃ
三
目
・
の
』
①
、
Ｐ
己
・
山
・

（
皿
）
’
八
世
紀
に
至
る
ま
で
、
「
経
済
（
ミ
ヨ
の
Ｏ
宮
津
）
」
は
そ
れ
以
後
の
理
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
政
学

と
い
う
留
保
付
き
で
は
あ
る
が
（
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
参
照
・
前
掲
注
（
Ｂ
）
）
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
「
Ⅳ
世
紀
末
頃
フ
ラ

ン
ス
語
亜
ロ
目
・
の
ｍ
の
影
響
を
受
け
て
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
複
数
形
で
「
国
家
の
金
銭
収
入
」
（
歳
入
）
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

こ
の
こ
と
は
、
本
来
的
に
句
目
：
Ｎ
が
資
金
調
達
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
次
ぐ
説
明
で
は
、
「
今

日
の
定
義
で
は
、
財
政
（
財
務
）
と
は
、
そ
の
存
立
お
よ
び
活
動
の
た
め
に
必
要
な
資
源
（
資
金
）
を
取
得
し
、
管
理
し
、
処
分
す
る
、
国
・

公
共
団
体
ま
た
は
企
業
な
ど
の
作
用
の
全
体
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
語
に
関
し
て
み
て
も
、
財
政
学
の
英
語
訳
「
ｂ
ロ
ー
ｏ

三
目
。
①
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
本
来
の
意
味
は
「
公
共
部
門
の
資
金
調
達
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
（
貝
塚
啓
明
「
財
政
学
（
第
三
版
）
」

（
東
京
大
学
出
版
会
．
二
○
○
三
年
）
一
頁
）
。

（
旧
）
ミ
ョ
＆
：
ヘ
ロ
目
冒
貢
国
ご
｛
口
『
目
、
冒
三
］
・
盲
の
］
□
目
曰
【
の
（
四
円
の
、
。
）
》
の
『
ロ
己
呈
９
の
の
Ｑ
の
日
の
＆
の
ロ
の
（
の
ロ
の
ｑ
の
○
三
の
》
ｍ
・
鈩
已
］
・
・
画
ｓ
Ｐ

の
。
回
心
。
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｢財政」と「予算」の概念に関する－考察

（
閉
）
国
・
国
・
の
臣
苫
冒
「
【
冴
呑
の
「
》

国
・
鈩
巨
｛
一
・
》
］
①
①
Ｐ
の
．
、
②
望
．

（
妬
）
な
お
、
こ
の
翻
訳
が
不
汀

（
邪
）
参
照
、
小
嶋
和
司
「
ロ
＆
ぬ
の
〔
と
『
予
算
』
と
の
語
義
の
異
同
性
」
同
「
憲
法
と
財
政
制
度
』
（
有
斐
閣
・
’
九
八
八
年
）
一
六
六
頁
以
下
。

ち
な
み
に
同
書
で
は
、
の
白
日
の
宮
口
の
冨
一
（
の
‐
国
呉
は
「
国
家
財
務
会
計
表
」
と
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
予
算
」
な
い
し
「
予
算
表
」
と
一
般
に

訳
さ
れ
る
の
は
、
「
一
一
一
一
口
葉
じ
し
ん
の
正
訳
で
な
い
」
と
さ
れ
る
（
同
書
一
六
八
頁
、
注
（
二
）
）
。

（
型
）
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
原
義
は
「
国
家
（
国
旦
）
」
。
他
方
で
報
告
書
、
一
覧
表
、
リ
ス
ト
、
明
細
目
録
と
い
う
意
味
（
の
白
（
）
も
あ
り
、
こ

れ
が
転
じ
て
「
予
算
」
を
意
味
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
⑩
白
（
目
『
・
『
（
王
の
会
計
表
）
や
①
白
（
Ｑ
の

□
『
の
ぐ
○
百
口
・
の
（
見
込
会
計
表
）
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
（
小
嶋
・
前
掲
注
（
妬
）
一
六
一
頁
）
。
ち
な
み
に
、
現
在
は

フ
ラ
ン
ス
語
の
①
白
｛
（
も
し
く
は
回
国
〔
）
に
「
予
算
」
の
意
味
は
見
ら
れ
な
い
（
中
村
紘
一
Ⅱ
新
倉
修
Ⅱ
今
関
源
成
（
監
訳
）
、
曰
の
【
曰
の
の

一
口
『
ニ
ロ
ロ
の
の
研
究
会
（
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
（
第
２
版
）
』
（
｜
一
一
省
堂
・
二
○
○
二
年
）
一
三
一
一
一
頁
参
照
）
。

（
躯
）
国
・
国
・
の
臣
ミ
ミ
【
冴
君
「
）
の
白
日
の
ゴ
ロ
巨
呂
四
｝
（
言
］
○
の
①
｛
円
の
の
ロ
の
①
の
。
ｂ
口
已
【
］
『
○
ロ
ゴ
。
【
（
国
『
の
、
．
）
・
国
ロ
ロ
ロ
ワ
ロ
Ｓ
Ｑ
の
の
の
白
ロ
（
閂
の
○
三
の
ロ
ロ
．
三
・

（
○
六
・
ｇ
三
六
）
（
Ⅱ
倫
理
学
、
社
会
学
、
教
育
学
、
医
学
、
家
政
や
農
業
に
関
す
る
諸
技
術
の
理
論
複
合
体
）
を
基
軸
と
す
る
農
業
活
動
に
お

け
る
「
経
済
」
と
都
市
的
経
済
分
野
（
手
工
業
、
工
場
工
業
、
商
業
、
信
用
）
に
お
け
る
「
経
済
」
概
念
の
対
時
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
ぐ
巴
・

○
言
ロ
ミ
ミ
ミ
．
ｚ
の
こ
の
三
の
、
の
Ｑ
の
『
『
の
Ｈ
｛
口
の
の
目
、
の
‐
ロ
己
の
。
国
巨
、
①
の
Ｏ
宮
Ｏ
耳
の
》
国
言
の
旨
く
①
Ｒ
日
の
冑
（
の
シ
昌
一
・
」
①
①
の
・
の
」
○
餌
｛
。
（
当
該

部
分
の
翻
訳
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
（
石
井
紫
郎
ほ
か
訳
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
そ
の
歴
史
と
精
神
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
四
年
）
一
五

四
頁
以
下
。
）
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
個
々
に
閉
じ
ら
れ
た
小
規
模
な
家
政
な
い
し
家
計
と
、
開
か
れ
た
大
規
模
な
国
家

財
政
は
一
見
す
る
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
貨
の
循
環
と
い
う
観
点
か
ら
は
相
似
形
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
解
さ
れ

る
０

こ
の
翻
訳
が
不
正
確
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
き
、
小
嶋
・
前
掲
注
（
翌
一
五
○
頁
以
下
。
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論 説

（
”
）
小
嶋
・
前
掲
注
（
翌
一
六
六
頁
。

（
羽
）
、
＆
ぬ
の
（
》
四
目
の
宮
」
（
の
ご
］
ロ
Ｐ
国
目
の
冨
一
（
の
①
百
斤
を
並
列
的
に
用
い
て
「
予
算
」
と
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
参
照
、
土
橋
友
四
郎
「
予
算
と

法
律
の
関
係
」
清
宮
四
郎
Ⅱ
佐
藤
功
編
『
憲
法
講
座
四
ｌ
司
法
・
財
政
・
地
方
自
治
・
最
高
法
規
・
改
正
」
（
有
斐
閣
二
九
六
四
年
）
九
四
頁
。

（
別
）
ぐ
ぬ
｝
・
量
員
§
侭
（
句
ロ
．
、
）
・
の
・
四
ｍ
．
そ
こ
で
は
、
「
少
な
く
と
も
今
日
の
四
四
口
の
言
］
（
の
ｂ
｝
旨
の
と
の
比
較
に
耐
え
得
る
よ
う
な
□
＆
ぬ
の
（
の
は
、

は
る
か
後
の
近
代
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
も
同
然
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
の
§
ゴ
ミ
ご
汗
⑮
の
ｓ
邑
肩
貝
亘
の
の
｛
の
ロ
の
Ｂ
ｐ
ｍ
Ｑ
の
の

『
の
。
ご
ロ
｝
ご
□
ぬ
の
冨
己
の
｝
ロ
の
Ｓ
『
・
ロ
四
四
口
の
宮
］
（
の
『
の
○
三
口
目
国
ｐ
ｐ
ｍ
宮
一
片
の
丙
。
ご
｛
『
○
一
一
の
．
ご
く
□
の
完
旧
色
」
①
匿
診
の
．
届
］
で
は
、
「
歴
史
上
の

国
呂
、
の
（
原
理
は
、
機
能
的
に
は
、
ロ
＆
ぬ
の
〔
の
統
制
（
【
・
貝
『
○
一
一
‐
）
機
能
の
組
織
的
、
お
よ
び
手
続
法
的
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
」
と
述

べ
た
後
に
、
こ
の
こ
と
が
今
日
の
四
目
の
冨
一
（
の
諸
原
理
に
も
妥
当
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
釦
）
ご
ｍ
一
・
【
房
君
「
（
甸
口
．
、
、
）
・
の
・
画
山
の
一
の
訂
「
言
（
司
口
・
山
）
》
の
」
○
ヨ
・

（
引
）
ぐ
巴
・
」
【
冴
討
ミ
（
同
ロ
・
山
口
）
・
の
．
、
②
「
》
の
符
「
ヨ
（
句
ロ
・
の
）
）
の
．
］
○
の
①
．

（
翌
こ
の
条
文
の
訳
に
つ
き
参
照
、
倉
田
原
志
Ⅱ
初
宿
正
典
訳
「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
高
田
敏
Ⅱ
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
（
第
５
版
）
』

（
信
山
社
．
二
○
○
七
年
）
七
九
頁
。
な
お
、
当
該
条
文
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。

シ
｝
］
の
同
旨
ロ
ロ
ロ
目
の
ロ
ロ
ロ
ロ
シ
巳
の
、
□
す
の
ロ
ロ
の
ｍ
ｍ
Ｂ
ｇ
の
の
日
口
の
⑪
の
口
崗
ロ
『
］
の
Ｑ
の
の
』
四
宮
［
］
曰
く
。
『
四
口
の
ぐ
の
『
ロ
ロ
の
○
ご
ロ
、
〔
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ｍ
Ｑ
の
ロ

の
（
口
四
斤
の
ロ
ロ
ロ
の
ロ
四
戸
中
向
庁
囚
（
ぬ
の
す
【
ｐ
Ｃ
ｐ
斤
量
『
の
『
Ｑ
の
ロ
・

Ｐ
の
（
目
の
【
の
局
夛
『
］
Ｒ
Ｑ
－
』
ロ
ユ
】
○
宮
ロ
ロ
『
○
す
の
曰
○
の
①
の
言
｛
の
の
（
ぬ
①
の
（
の
］
］
（
・

（
羽
）
ぐ
ぃ
一
・
【
房
呑
①
「
（
二
・
ｍ
ｍ
）
》
の
。
、
②
、
｛
．
ま
た
一
八
七
四
年
以
降
の
、
軍
事
予
算
に
対
す
る
議
会
の
介
入
を
排
除
す
る
方
策
と
し
て
採
ら
れ
た
七

年
制
予
算
お
よ
び
五
年
制
予
算
に
つ
き
、
望
田
幸
男
「
軍
隊
と
社
会
と
国
民
」
同
Ⅱ
三
宅
正
樹
編
『
新
版
概
説
ド
イ
ツ
史
』
（
有
斐
閣
・
’
九
九

二
年
）
二
八
頁
以
下
参
照
。
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｢財政」と「予算」の概念に関する一考察

（
蛆
）
以
上
３
ヶ
所
の
引
用
い
ず
れ
も
、
池
田
浩
太
郎
「
財
政
お
よ
び
財
政
学
の
生
成
と
現
状
」
大
川
政
三
編
「
財
政
論
亜
理
論
・
制
度
・
政
策
の

統
合
』
（
有
斐
閣
・
一
九
七
五
年
）
二
頁
。

（
咄
）
林
栄
夫
「
財
政
学
方
法
論
」
同
ほ
か
編
「
現
代
財
政
学
体
系
１
－
現
代
財
政
学
」
（
有
斐
閣
二
九
七
四
年
）
四
○
頁
。
同
様
に
、
河
野
一
之

「
新
版
予
算
制
度
（
第
二
版
）
」
（
学
陽
書
房
・
’
一
○
○
一
年
）
一
三
頁
以
下
に
お
い
て
も
、
予
算
制
度
は
財
政
制
度
に
一
般
に
含
ま
れ
る
「
収
入

の
調
達
」
Ｔ
租
税
制
度
）
や
「
支
出
の
実
行
そ
れ
自
身
」
（
Ⅱ
会
計
制
度
）
等
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

（
“
）
川
崎
昭
典
『
財
政
学
』
（
弘
文
堂
二
九
九
五
年
）
一
頁
。

（
妬
）
金
森
久
雄
ほ
か
編
「
経
済
辞
典
（
第
四
版
補
訂
）
」
（
有
斐
閣
・
二
○
○
五
年
）
四
四
九
頁
。

（
似
）
ご
巴
・
帛
占
ミ
炭
ご
Ｓ
ミ

ヱ
ぐ
三
国
』
①
②
輿
の
、
○
口

（
蛆
）
以
上
３
ヶ
所
の
引
用

ご
く
□
の
言
幻
Ｐ
Ｐ
い
］
①
の
企
の
。
］
Ｐ
①
【
・

（
虹
）
ご
ｍ
」
・
雨
宮
ミ
』
口
目
香
香
Ｐ
誌
□
］
の
’

（
羽
）
安
澤
喜
一
郎
『
立
法
か
ら
見
た
予
算
制
度
」
（
交
通
日
本
社
・
’
九
五
八
年
）
二
三
頁
。

（
佃
）
『
ぬ
一
・
」
Ｓ
の
。
ご
○
苫
」
『
ミ
ミ
の
》
□
】
の
の
（
の
口
の
『
ロ
ロ
、
□
の
の
ぐ
の
円
夛
『
四
］
（
ｐ
ｐ
ｍ
の
百
口
ロ
ロ
の
一
口
の
Ｑ
ｐ
Ｒ
す
四
四
口
の
ぎ
巴
（
の
円
の
○
百
（
ロ
ロ
ロ
出
口
ロ
の
ゴ
ロ
｝
〔
の
丙
○
コ
｛
『
○
一
一
①

（
洲
）
舌
ロ
ロ
ミ
ミ
聾
『
“
ｓ
・
国
目
の
宮
］
一

ｐ
ｐ
ｑ
「
の
。
ご
巴
〔
巨
口
、
ｍ
・
曰
の
】
）
》
］
①

（
師
）
ご
ｍ
］
・
垣
ご
“
。
否
（
司
口
・
“
の
）
》
の
。
］
山
・

（
冊
）
の
。
吝
巨
ロ
Ｃ
⑩
ミ
（
句
Ｐ
い
①
）
・
の
・
図
、
Ｐ

（
弧
）
こ
の
点
に
つ
き
詳
述
十

（
妬
）
ご
〔
蒟
旦
（
司
口
・
←
）
・
の
。
←
．

こ
の
点
に
つ
き
詳
述
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、
櫻
井
・
前
掲
注
（
旧
）
八
○
頁
以
下
。

国
口
巨
の
ロ
巴
扇
己
］
ロ
ロ
ロ
ロ
、

曰
の
】
）
・
］
①
の
、
》
の
」
②
。

の
庁
の
ロ
の
Ｒ
ｐ
ｐ
ｍ
Ｑ
の
の
『
の
『
弓
＆
｛
ロ
ロ
ｍ
ｍ
ｐ
ｐ
ｐ
Ｑ
の
］
ｐ
ｍ
Ｑ
ｐ
『
○
ヶ
出
口
ロ
の
彦
四
一
（
閂
の
○
ヶ
庁
ロ
ロ
ロ
国
口
巨
の
ロ
巴
（
の
丙
。
□
す
。
］
］
の
》

Ｅ
ｐ
Ｑ
出
口
口
の
ゴ
ロ
］
（
の
丙
○
ロ
ゴ
○
一
一
の
曰
Ｑ
の
同
国
ｐ
ｐ
ｑ
の
の
『
の
ロ
ロ
ウ
ー
］
戸
口
の
口
（
の
○
亘
四
ご
ロ
（
勺
ロ
［
］
四
日
の
ロ
（

9３（熊本法学113号'08）



論 説

（
ユ
本
文
に
お
け
る
考
え
が
参
考
と
す
る
枠
組
と
し
て
参
照
、
碓
井
光
明
『
公
的
資
金
助
成
法
講
義
」
（
信
山
社
．
二
○
○
七
年
）
一
頁
以
下
。
こ

こ
で
は
公
的
資
金
助
成
の
範
囲
を
画
定
す
る
上
で
、
行
政
主
体
が
そ
れ
以
外
の
法
人
を
経
由
し
て
助
成
す
る
場
合
や
、
行
政
主
体
自
身
の
歳
出

に
由
来
し
な
い
資
金
が
混
交
し
た
源
資
に
よ
る
助
成
の
場
合
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
記
）
田
中
・
前
掲
注
（
奴
）
二
○
六
頁
。
な
お
同
頁
で
は
本
文
に
て
引
用
し
た
部
分
に
続
き
、
括
弧
書
に
て
、
「
た
だ
し
、
か
か
る
収
入
も
一
旦
国

庫
に
帰
属
し
た
以
上
、
こ
れ
を
管
理
す
る
作
用
は
財
政
作
用
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
収
入
を
得
る
契
機
と
な
っ
た
作
用

と
、
収
入
と
し
て
得
ら
れ
た
金
銭
を
分
離
し
て
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
伝
統
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
、

渡
邊
宗
太
郎
「
改
訂
日
本
國
行
政
法
要
論
・
下
巻
」
（
有
斐
閣
・
’
九
五
二
年
）
二
七
九
頁
で
は
、
国
の
財
産
の
取
得
に
関
す
る
「
作
用
そ
の
も

の
の
性
質
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
」
取
得
さ
れ
た
財
産
は
国
の
財
力
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
管
理
作
用
は
財
務
行
政
の
領
域
に
属
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

（
卵
）
参
照
、
美
濃
部
・
前
掲
注
（
冊
）
一
○
五
○
頁
以
下
、
田
中
・
前
掲
注
（
卿
）
二
○
六
頁
以
下
。

／￣へ〆￣へ〆￣へグー､

５０４９４８４７
，－〆、－〆､－〆、－〆

（
妬
）
神
野
直
彦
『
財
政
学
（
改
訂
版
）
』
（
有
斐
閣
・
二
○
○
七
年
）
四
頁
以
下
で
は
、
政
府
に
関
係
し
た
「
貨
幣
現
象
」
と
し
て
財
政
を
説
明
す

る
。
そ
し
て
同
書
一
五
頁
以
下
で
は
、
政
府
を
経
済
主
体
と
す
る
「
単
位
経
済
」
と
し
て
の
財
政
が
あ
る
と
と
も
に
、
政
府
、
家
計
、
企
業
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
経
済
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
経
済
関
係
が
想
定
さ
れ
る
と
す
る
。
思
う
に
こ
の
よ
う
な
関
係
全
体
が
国
家
の
「
財
政
」

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
き
わ
め
て
広
い
財
政
概
念
が
登
場
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

（
奴
）
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
・
下
巻
（
全
訂
第
二
版
）
』
（
弘
文
堂
・
一
九
八
三
年
）
二
○
五
頁
以
下
。

（
翌
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法
・
下
巻
』
（
有
斐
閣
・
一
九
四
○
年
）
一
○
四
七
頁
。

（
蛆
）
森
恒
夫
「
現
代
の
財
政
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
」
同
編
著
『
現
代
財
政
学
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
九
四
年
）
五
頁
。

森
・
前
掲
注
（
鯛
）
六
頁
。
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｢財政」と「予算」の概念に関する－考察

（
田
）
川
北
力
編
『
図
説
日
本
の
財
政
（
平
成
一
六
年
度
版
）
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
・
二
○
○
四
年
）
四
六
頁
。
な
お
、
同
書
翌
年
度
版
か
ら
は
引

（
冊
）
神
野
直
彦
「
財
政
の

（
帥
）
池
田
・
前
掲
注
（
蛆
）

（
印
）
小
村
武
『
予
算
と
財
政
法
（
三
訂
版
）
』
（
新
日
本
法
規
・
一
一
○
○
二
年
）
四
九
頁
。

（
冊
）
参
照
、
神
野
・
前
掲
注
馬
）
七
頁
。
同
じ
く
歳
入
・
歳
出
を
伴
う
家
庭
の
家
計
あ
る
い
は
一
般
私
企
業
の
会
計
と
財
政
が
異
な
る
点
は
、

「
量
出
制
入
」
す
な
わ
ち
は
じ
め
に
歳
出
規
模
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
歳
入
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
家
計
や
企
業
の
会

計
が
、
歳
入
（
所
得
や
利
益
）
を
前
提
に
歳
出
（
消
費
や
投
資
）
が
決
ま
る
の
と
は
逆
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

（
冊
）
神
野
直
彦
「
財
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
森
恒
夫
編
著
『
現
代
財
政
学
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
’
九
九
四
年
）
五
六
頁
。

（
閃
）
杉
村
・
前
掲
注
（
閲
）
三
頁
。

（
別
）
参
照
、
美
濃
部
・
前
掲
注
（
翌
一
○
五
二
頁
以
下
。
も
っ
と
も
そ
こ
で
は
、
両
者
を
財
政
法
の
範
鴫
に
含
め
る
も
の
の
、
「
財
政
の
作
用
は

管
理
作
用
と
権
力
作
用
と
の
二
種
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
財
政
法
は
先
ず
こ
れ
を
会
計
法
即
ち
管
理
作
用
に
関
す
る
法
と
財
政
権
の

法
即
ち
権
力
作
用
に
関
す
る
法
と
の
二
大
区
別
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
議
論
の
出
発
点
と
し
て
二
区
分
は
意
識
さ
れ
て
い
た
。

ち
な
み
に
同
頁
以
下
で
は
、
会
計
法
、
租
税
法
、
専
売
法
、
財
政
下
命
及
財
政
強
制
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
権
力
的
色
彩
の
強
い
も
の
へ
と

財
政
法
を
区
別
の
上
、
順
次
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
開
）
参
照
、
杉
村
章
三
郎
『
財
政
法
（
新
版
）
』
（
有
斐
閣
・
’
九
八
二
年
）
五
頁
以
下
。
な
お
、
田
中
・
前
掲
注
（
卿
）
二
一
五
頁
以
下
も
、
美
濃

部
達
吉
博
士
の
整
序
し
た
シ
ス
テ
ム
を
形
式
的
に
は
踏
襲
し
、
財
政
法
の
中
で
財
務
会
計
法
、
租
税
法
、
専
売
法
の
各
分
野
を
節
立
て
し
て
順

に
論
じ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
「
財
務
会
計
法
」
に
相
当
な
比
重
が
置
か
れ
、
も
は
や
「
財
政
法
」
と
は
財
政
管
理
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と

用
部
分
の
記
述
が
存
在
し
な
い
。

に
論
じ
て
い
る
が
、
実
質
皿

い
う
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。

頁
０
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論

説
（
塊
）
『
ぬ
］
・
『
・
鴨
｛
（
句
ロ
・
←
）
》
の
．
□

（
岡
）
四
四
巨
の
冨
房
Ｈ
の
・
三
の
外
延
の
確
定
に
つ
き
、
「
公
的
資
金
、
財
産
、
債
務
の
計
画
、
使
用
、
決
算
、
統
制
に
係
わ
る
法
規
範
十
公
行
政
の
担

い
手
に
よ
る
、
私
法
上
も
し
く
は
公
法
上
の
施
設
に
お
け
る
、
財
政
と
関
連
す
る
運
営
か
ら
生
じ
る
そ
の
他
財
務
上
（
【
宮
口
日
巨
］
）
の
諸
措
置

に
関
係
す
る
法
規
範
の
総
体
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ぐ
的
』
・
一
言
誉
②
（
句
ロ
・
ち
）
》
の
」
田
。
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